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〔
判
示
事
項
〕

　

氏
子
会
会
員
が
同
会
の
活
動
の
一
環
と
し
て
電
動
工
具
（
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
）
を
用
い
て
大
枝
の
切
り
落
と
し
作
業
を
し
た
際
に
、
他
の

会
員
に
当
該
大
枝
が
当
た
り
死
亡
し
た
事
故
が
日
常
事
故
賠
償
責
任

補
償
特
約
に
定
め
る
「
日
常
生
活
」
に
起
因
す
る
事
故
に
該
当
す
る

と
し
て
保
険
金
を
請
求
し
た
事
例
（
積
極
）

〔
参
照
条
文
〕

　

保
険
法
一
七
条
二
項
、
日
常
事
故
賠
償
責
任
補
償
特
約
三
条
二
号
、

五
条
一
号

〔
事　

実
〕

一　

Ｘ
（
原
告
・
控
訴
人
）
は
、
肩
書
地
〈
略
〉
に
居
住
し
、
建
築

塗
装
業
に
従
事
し
て
い
る
者
で
あ
り
、
埼
玉
県
所
沢
市
所
在
の
Ａ
神

社
（
以
下
「
本
件
神
社
」
と
い
う
）
の
氏
子
会
（
以
下
「
本
件
氏
子

会
」
と
い
う
）
の
会
員
で
あ
っ
た
。
本
件
氏
子
会
は
、
周
辺
地
区
の

区
域
に
居
住
し
、
本
件
神
社
を
崇
敬
す
る
者
を
会
員
と
す
る
組
織
で

あ
り
、
本
件
神
社
の
神
恩
に
奉
謝
す
る
と
共
に
、
発
展
を
祈
念
し
広

く
社
会
の
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
こ
の
目
的
達
成
の

た
め
、
本
件
神
社
の
社
殿
、
境
内
の
整
備
等
の
奉
仕
及
び
維
持
管
理

な
ど
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

日
常
事
故
賠
償
責
任
補
償
特
約
に
お
け
る
「
日
常
生
活
」
に
起

因
す
る
事
故
の
意
義

〔
商
法　

六
五
二
〕

判 

例 

研 

究

（
東
京
高
判
令
和
四
年
二
月
一
五
日2022W

LJPCA
021（6010

令
和
三
年
ネ
三
二
三
〇
号　

保
険
金
請
求
控
訴
事
件
（
原
審
・
東
京
地
判
令
和

三
年
六
月
二
二
日
判
時
二
五
二
一
号
七
九
頁
）

）
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本
件
氏
子
会
に
は
、
平
成
二
四
年
当
時
、
総
代
を
兼
ね
る
一
四
名

の
役
員
（
会
長
、
副
会
長
、
会
計
、
幹
事
及
び
事
務
局
長
等
）
が
置

か
れ
て
い
た
。
本
件
氏
子
会
に
は
総
代
の
選
出
基
準
を
定
め
た
内
規

が
あ
り
、
各
地
区
か
ら
ど
の
よ
う
に
役
員
が
選
出
さ
れ
る
の
か
に
つ

い
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。

　

Ｘ
は
、
親
の
代
か
ら
本
件
氏
子
会
に
加
入
し
て
お
り
、
平
成
二
四

年
当
時
、
Ｘ
が
居
住
す
る
地
区
の
総
代
に
選
出
さ
れ
、
役
員
（
会

計
）
と
し
て
本
件
氏
子
会
の
金
銭
の
管
理
を
担
当
し
て
い
た
。

　

本
件
氏
子
会
で
は
、
毎
年
、
定
例
の
行
事
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、

平
成
二
四
年
度
に
は
、
氏
子
定
期
総
会
（
同
年
四
月
七
日
）、
当
番

役
員
会
議
（
同
月
一
〇
日
）、
例
大
祭
（
同
月
二
二
日
）、
境
内
清
掃

及
び
山
の
下
草
刈
り
（
同
年
六
月
二
四
日
）、
八
雲
神
社
天
王
様
の

祭
典
（
同
年
七
月
一
四
日
）、
七
五
三
修
抜
式
（
同
年
一
一
月
中
旬
）、

新
嘗
祭
（
同
月
下
旬
）、
境
内
清
掃
及
び
山
の
下
草
刈
り
（
同
年
一

二
月
二
日
）、
冬
至
祭
（
同
月
二
一
日
）、
除
夜
祭
等
（
同
月
三
一

日
）、
歳
旦
祭
（
平
成
二
五
年
一
月
一
日
）、
祈
年
祭
（
同
年
二
月
中

旬
）、
監
査
会
（
同
年
三
月
下
旬
）
が
実
施
さ
れ
た
。
年
二
回
の
境

内
清
掃
及
び
山
の
下
草
刈
り
（
同
年
六
月
二
四
日
及
び
一
二
月
二

日
）
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
件
氏
子
会
で
は
、
定
例
の

行
事
と
し
て
、
年
二
回
、
本
件
神
社
の
境
内
の
掃
除
及
び
下
草
刈
り

が
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
際
に
は
、
参
加
者
の
怪
我
に
備
え
、

参
加
者
を
そ
れ
ぞ
れ
被
保
険
者
と
し
て
、
保
険
会
社
と
の
間
で
、
普

通
傷
害
保
険
契
約
（
契
約
種
類
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
）
が
締
結
さ
れ

て
い
た
。

　

本
件
氏
子
会
の
費
用
（
年
間
約
五
〇
〇
万
円
前
後
）
は
、
氏
子
の

会
費
（
年
額
一
〇
〇
〇
円
）、
奉
納
金
及
び
そ
の
他
の
収
入
（
年
間

合
計
五
〇
〇
万
円
程
度
）
か
ら
充
て
ら
れ
て
お
り
、
本
件
氏
子
会
の

各
会
員
の
活
動
は
無
償
奉
仕
活
動
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
と
し
て
行
わ

れ
て
い
た
。

二　

本
件
氏
子
会
の
Ｂ
会
長
は
、
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
日
午
前
八

時
頃
、
Ｘ
に
電
話
で
連
絡
し
、
前
日
の
台
風
で
本
件
神
社
の
境
内
の

木
が
倒
れ
た
た
め
、
そ
の
片
付
け
作
業
に
参
加
し
て
欲
し
い
と
依
頼

し
た
。
Ｘ
は
Ｂ
会
長
の
依
頼
に
応
じ
、
自
宅
で
使
用
し
て
い
た
市
販

の
重
さ
約
六
・
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
電
動
工
具
で
あ
る
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー

（
以
下
「
本
件
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
」
と
い
う
）
を
車
に
積
み
、
本
件
神

社
に
向
か
っ
た
。
Ｘ
が
本
件
神
社
に
到
着
し
た
際
、
本
件
神
社
の
境

内
に
は
、
Ｂ
会
長
の
ほ
か
、
本
件
氏
子
会
の
副
会
長
の
Ｄ
及
び
Ｅ
、

事
務
局
長
の
Ｃ
（
死
亡
当
時
六
三
歳
。
以
下
「
亡
Ｃ
」
と
い
う
）
が

お
り
、
Ｂ
会
長
は
、
本
件
神
社
の
西
側
に
あ
る
参
道
の
階
段
に
倒
れ

掛
か
っ
て
い
た
木
を
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
切
断
し
て
い
た
。
境
内
の
片

付
け
作
業
は
、
同
月
同
日
午
前
九
時
半
過
ぎ
に
一
段
落
し
た
が
、
境
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内
の
西
側
に
あ
る
山
桜
（
以
下
「
本
件
樹
木
」
と
い
う
）
が
大
き
く

た
わ
み
、
枝
（
以
下
「
本
件
大
枝
」
と
い
う
）
の
先
端
部
分
が
枯
れ

て
地
上
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
と
こ
ろ
ま
で
垂
れ
下
が
っ
て
い

た
。
そ
の
様
子
を
見
た
Ｘ
、
Ｄ
及
び
Ｃ
は
、
本
件
大
枝
を
切
り
落
と

し
た
方
が
良
い
と
考
え
、
Ｂ
会
長
も
賛
成
し
た
た
め
、
急
遽
、
本
件

大
枝
を
切
り
落
と
す
こ
と
と
な
っ
た
。
Ｂ
会
長
、
Ｘ
、
Ｄ
及
び
亡
Ｃ

の
協
議
の
結
果
、
長
年
に
わ
た
り
塗
装
業
に
従
事
し
、
高
所
で
の
作

業
に
慣
れ
て
お
り
、
他
の
参
加
者
よ
り
若
い
Ｘ
が
本
件
大
枝
を
切
り

落
と
す
作
業
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
Ｘ
は
、
本
件
境
内
に
散

策
に
来
て
い
た
親
子
を
安
全
な
場
所
に
移
動
さ
せ
た
後
、
本
件
神
社

の
倉
庫
に
置
か
れ
て
い
た
二
連
梯
子
を
使
っ
て
本
件
樹
木
の
幹
を
登

り
、
地
上
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
、
本
件
樹
木
に

腹
ば
い
に
近
い
状
態
で
ま
た
が
り
、
本
件
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
使
っ
て

本
件
大
枝
を
切
り
落
と
す
作
業
（
以
下
「
本
件
作
業
」
と
い
う
）
を

開
始
し
た
。
本
件
大
枝
は
、
長
さ
約
一
五
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
約
三
二

三
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
幹
か
ら
枝
分
か
れ
し
た
部
分
付
近
の
枝
回
り
（
長

さ
）
約
〇
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
あ
り
、
Ｘ
は
、
本
件
大
枝
の

一
か
所
を
切
断
す
る
本
件
作
業
を
行
っ
た
。
Ｘ
が
本
件
チ
ェ
ー
ン
ソ

ー
を
使
用
し
て
本
件
大
枝
の
切
断
を
開
始
し
て
二
、
三
分
が
経
過
し

た
と
こ
ろ
で
、
本
件
大
枝
が
折
れ
て
落
下
し
、
真
下
に
い
た
亡
Ｃ
の

背
部
に
衝
突
し
た
。
亡
Ｃ
は
直
ち
に
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
が
、
平
成

二
四
年
一
〇
月
一
日
午
前
一
〇
時
四
三
分
頃
、
背
部
打
撲
の
傷
害
に

よ
る
大
動
脈
破
裂
で
死
亡
し
た
（
以
下
「
本
件
事
故
」
と
い
う
）。

三　

亡
Ｃ
の
相
続
人
ら
は
、
平
成
二
七
年
九
月
一
五
日
、
所
沢
簡
裁

に
対
し
、
Ｘ
を
相
手
方
と
し
て
、
損
害
賠
償
請
求
調
停
を
申
し
立
て

た
が
、
平
成
二
八
年
九
月
七
日
、
不
成
立
に
よ
り
終
了
し
た
。
亡
Ｃ

の
相
続
人
ら
は
、
平
成
二
八
年
九
月
二
〇
日
、
Ｘ
を
被
告
と
し
て
損

害
賠
償
請
求
訴
訟
を
さ
い
た
ま
地
裁
川
越
支
部
に
対
し
提
起
し
、
第

一
審
（
さ
い
た
ま
地
裁
川
越
支
部
）
は
、
Ｘ
の
過
失
責
任
を
認
め
、

Ｘ
の
過
失
割
合
を
七
割
と
判
断
し
た
こ
と
か
ら
、
当
事
者
双
方
が
控

訴
し
た
。
控
訴
審
（
東
京
高
裁
）
に
お
い
て
、
令
和
二
年
二
月
二
五

日
、
Ｘ
の
損
害
賠
償
の
範
囲
を
一
〇
〇
〇
万
円
と
す
る
等
の
内
容
の

和
解
が
成
立
し
た
。

四　

Ｘ
は
、
平
成
二
三
年
一
二
月
二
五
日
、
Ｙ
損
害
保
険
会
社
（
以

下
「
Ｙ
社
」
と
い
う
）
と
の
間
で
、
次
の
内
容
の
日
常
事
故
賠
償
責

任
補
償
特
約
（
以
下
「
本
件
特
約
」
と
い
う
）
付
き
の
自
動
車
損
害

保
険
契
約
（
以
下
「
本
件
保
険
契
約
」
と
い
う
）
を
締
結
し
て
い
た
。

本
件
特
約
の
限
度
額
は
五
〇
〇
〇
万
円
（
免
責
金
額
な
し
）
で
あ
り
、

保
険
証
券
記
載
の
被
保
険
者
（
被
保
険
者
）
は
、
Ｘ
（
同
人
は
、
本

件
特
約
に
係
る
被
保
険
者
の
一
人
で
も
あ
る
）
で
あ
り
、
保
険
期
間
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は
平
成
二
三
年
一
二
月
二
六
日
午
後
四
時
か
ら
同
二
四
年
一
二
月
二

六
日
午
後
四
時
ま
で
で
あ
っ
た
。

　

本
件
特
約
に
は
、
次
の
内
容
の
第
三
条
（
保
険
金
を
支
払
う
場

合
）
及
び
第
五
条
（
保
険
金
を
支
払
わ
な
い
場
合
）
が
定
め
ら
れ
て

い
た
。

　

第
三
条
（
保
険
金
を
支
払
う
場
合
）

　
「
当
会
社
は
、
被
保
険
者
が
、
日
本
国
内
に
お
い
て
生
じ
た
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
偶
然
な
事
故
に
よ
り
、
他
人
の
身
体
の
障
害

ま
た
は
他
人
の
財
物
の
損
壊
に
つ
い
て
、
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任

を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
に
対
し
て
、
こ
の
特
約
に

従
い
、
保
険
金
を
支
払
い
ま
す
。

　

①　

住
宅
の
所
有
、
使
用
ま
た
は
管
理
に
起
因
す
る
偶
然
な
事
故

　

②　

被
保
険
者
の
日
常
生
活
（
注
）
に
起
因
す
る
偶
然
な
事
故

　
（
注
）
住
宅
以
外
の
不
動
産
の
所
有
、
使
用
ま
た
は
管
理
を
除
き

ま
す
。」

　

第
五
条
（
保
険
金
を
支
払
わ
な
い
場
合
）

　
「
当
会
社
は
、
被
保
険
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
損
害
賠

償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
に
対
し
て
は
、
保

険
金
を
支
払
い
ま
せ
ん
。

　

①　

被
保
険
者
の
職
務
遂
行
に
直
接
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任

　

②　

専
ら
被
保
険
者
の
職
務
の
用
に
供
さ
れ
る
動
産
ま
た
は
不
動

産
の
所
有
、
使
用
ま
た
は
管
理
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任

　
（
中
略
）

　

⑨　

航
空
機
、
船
舶
・
車
両
（
注
三
）
ま
た
は
銃
器
（
注
四
）
の

所
有
、
使
用
ま
た
は
管
理
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任

　
（
中
略
）

　
（
注
三
）
原
動
力
が
専
ら
人
力
で
あ
る
も
の
お
よ
び
ゴ
ル
フ
場
構

内
に
お
け
る
ゴ
ル
フ
・
カ
ー
ト
を
除
き
ま
す
。

　
（
注
四
）
空
気
銃
を
除
き
ま
す
。」

五　

Ｘ
は
、
Ｙ
社
と
の
間
で
本
件
特
約
付
の
本
件
保
険
契
約
を
締
結

し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
本
件
事
故
は
本
件
特
約
所
定
の
「
日
常
生
活

に
起
因
す
る
偶
然
な
事
故
」
に
該
当
す
る
と
し
て
、
Ｙ
社
に
対
し
、

本
件
特
約
に
基
づ
く
賠
償
責
任
保
険
金
の
支
払
を
求
め
提
訴
し
た
。

　

原
審
（
東
京
地
判
令
和
三
・
六
・
二
二
判
時
二
五
二
一
号
七
九

頁
）
は
、「
本
件
作
業
は
、
…
…
（
略
）
…
…
日
々
繰
り
返
さ
れ
る

普
段
通
り
の
生
活
に
お
い
て
は
め
っ
た
に
経
験
す
る
こ
と
の
な
い
危

険
性
の
高
い
作
業
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
危
険
性
の
高
い
作
業
は
、

定
期
的
に
行
わ
れ
る
本
件
氏
子
会
に
よ
る
境
内
清
掃
や
草
刈
り
な
ど

と
は
同
列
に
扱
う
こ
と
が
で
き
」
ず
、「
実
質
的
に
考
え
て
も
、
本

件
特
約
は
、『
日
常
生
活
』
上
想
定
さ
れ
て
損
害
発
生
リ
ス
ク
を
計

算
し
て
設
計
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
作
業
の
よ
う
な
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危
険
性
の
高
い
作
業
に
よ
る
損
害
発
生
リ
ス
ク
ま
で
は
想
定
し
て
い

な
い
も
の
と
解
さ
れ
」、「『
日
常
生
活
』
要
件
は
、
ま
さ
に
本
件
作

業
の
よ
う
な
危
険
性
の
高
い
活
動
に
起
因
す
る
事
故
を
保
険
対
象
か

ら
除
外
す
る
こ
と
を
そ
の
機
能
の
一
つ
と
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る

の
が
合
理
的
で
あ
」
り
、「
本
件
事
故
は
本
件
特
約
第
三
条
所
定
の

『
日
常
生
活
』
要
件
を
欠
く
か
ら
、
そ
の
余
の
点
を
判
断
す
る
ま
で

も
な
く
、『
日
常
生
活
に
起
因
す
る
偶
然
な
事
故
』
に
該
当
し
な

い
。」
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
本
件
作
業
は
、
本
件
氏
子
会
の
事
業

主
体
と
し
て
、
そ
の
事
業
内
容
の
一
つ
で
あ
る
境
内
の
整
備
な
い
し

維
持
管
理
の
た
め
の
仕
事
、
任
務
と
し
て
、
本
件
氏
子
会
の
会
員
で

あ
る
Ｘ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
定
例
の
境
内
清
掃
等
の

際
に
は
、
本
件
氏
子
会
が
保
険
に
加
入
す
る
運
用
と
な
っ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
本
件
氏
子
会
は
、
事
業
主
体
と
し
て
の
リ
ス
ク
回
避
措
置

を
取
り
得
る
程
度
に
組
織
さ
れ
て
い
た
も
の
と
評
価
で
き
、
し
た
が

っ
て
、
本
件
作
業
は
、
本
件
特
約
第
五
条
①
の
「
職
務
」
の
遂
行
に

該
当
し
、
本
件
事
故
は
本
件
作
業
そ
の
も
の
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
Ⅹ
が
負
担
す
る
損
害
賠
償
責
任
は
本
件
特
約
同
条
①
に
該

当
す
る
と
判
示
し
保
険
者
の
免
責
を
肯
定
し
た
。
こ
れ
を
不
服
と
し

て
、
Ｘ
が
控
訴
し
た
。

　

Ｙ
社
は
、
①
本
件
事
故
の
原
因
と
な
っ
た
本
件
作
業
は
、
地
上
か

ら
五
メ
ー
ト
ル
の
場
所
か
ら
電
動
工
具
を
使
用
し
て
樹
木
の
大
き
な

枝
を
切
り
落
と
す
と
い
う
日
常
生
活
の
中
で
滅
多
に
経
験
す
る
こ
と

の
な
い
危
険
な
行
為
で
あ
る
か
ら
、
本
件
特
約
第
三
条
の
日
常
生
活

該
当
性
の
要
件
を
満
た
す
と
は
い
え
な
い
、
②
本
件
特
約
第
三
条
②

は
「
日
常
生
活
」
に
つ
い
て
の
注
記
の
中
で
、「
日
常
生
活
」
か
ら

「
住
宅
以
外
の
不
動
産
の
所
有
、
使
用
ま
た
は
管
理
」
を
除
い
て
い

る
と
こ
ろ
、
本
件
作
業
は
、
本
件
神
社
の
境
内
（
不
動
産
）
の
管
理

と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
日
常
生
活
該
当
性
の
要
件
を
満

た
さ
な
い
と
主
張
し
た
。

　

本
判
決
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
、
Ｙ
社
は
、
本
件
保

険
契
約
に
基
づ
き
、
本
件
事
故
に
よ
り
亡
Ｃ
の
相
続
人
ら
に
対
し
て

法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ｘ
が
被
っ
た

損
害
に
相
当
す
る
一
二
六
三
万
七
〇
〇
〇
円
（
内
訳
、
別
件
訴
訟
の

和
解
金
一
〇
〇
〇
万
円
、
別
件
訴
訟
の
控
訴
提
起
手
数
料
八
万
四
〇

〇
〇
円
、
本
件
訴
訟
代
理
人
弁
護
士
に
対
す
る
着
手
金
九
七
万
二
〇

〇
〇
円
及
び
同
報
酬
金
一
五
八
万
一
〇
〇
〇
円
）
の
保
険
金
等
の
支

払
義
務
を
負
う
こ
と
を
認
め
た
。

〔
判　

旨
〕

　

原
判
決
取
消
し
、
請
求
一
部
認
容

　

争
点
一
（
本
件
事
故
は
本
件
特
約
第
三
条
所
定
の
「
日
常
生
活
に

起
因
す
る
偶
然
な
事
故
」
に
該
当
す
る
か
）
に
つ
い
て
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「（
1
）
本
件
特
約
第
三
条
は
、
被
保
険
者
が
日
本
国
内
で
生
じ
た

①
住
宅
の
所
有
、
使
用
又
は
管
理
に
起
因
す
る
偶
然
な
事
故
、
②
被

保
険
者
の
日
常
生
活
に
起
因
す
る
偶
然
な
事
故
に
よ
り
他
人
の
身
体

の
障
害
又
は
他
人
の
財
物
の
損
壊
に
つ
い
て
法
律
上
の
損
害
賠
償
責

任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
に
対
し
、
保
険
者
で
あ

る
Ｙ
社
が
保
険
金
を
支
払
う
旨
を
定
め
て
い
る
。

　

本
件
特
約
に
は
、
本
件
特
約
第
三
条
の
「
日
常
生
活
」
を
定
義
す

る
も
の
は
存
在
し
な
い
が
、
①
個
人
賠
償
責
任
保
険
は
、
個
人
が
日

常
生
活
を
営
む
中
で
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
第
三
者
（
被
害
者
）
へ

の
損
害
賠
償
責
任
を
広
く
補
償
す
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
設
計
さ
れ

た
保
険
商
品
で
あ
る
こ
と
、
②
保
険
法
一
七
条
二
項
は
、
責
任
保
険

契
約
に
つ
い
て
、
他
の
損
害
保
険
と
異
な
り
、
保
険
契
約
者
又
は
被

保
険
者
に
重
過
失
が
あ
る
場
合
を
保
険
者
が
免
責
さ
れ
る
場
合
か
ら

除
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
、
責
任
保
険
契
約
の
実
質
的
機
能
が

被
保
険
者
の
損
害
て
ん
補
と
と
も
に
究
極
的
に
は
被
害
者
保
護
に
あ

る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
こ
と
に
照
ら
す

と
、
本
件
特
約
第
三
条
の
「
日
常
生
活
」
と
は
、
被
保
険
者
が
普
通

に
営
む
日
常
の
生
活
の
中
で
第
三
者
に
損
害
を
与
え
る
可
能
性
の
あ

る
活
動
を
幅
広
く
含
む
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、

本
件
特
約
は
、
第
三
条
で
保
険
金
を
支
払
う
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
、

保
険
金
を
支
払
わ
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
第
五
条
が
「
被

保
険
者
の
職
務
遂
行
に
直
接
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任
」
や
「
専
ら

被
保
険
者
の
職
務
の
用
に
供
さ
れ
る
動
産
ま
た
は
不
動
産
の
所
有
、

使
用
ま
た
は
管
理
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任
」
を
負
担
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
等
に
つ
い
て
は
保
険
金
を
支
払
わ
な
い
と
定

め
て
い
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
被
保
険
者
の
行
為
が
「
日
常
生
活
」

に
該
当
す
る
か
否
か
（
以
下
「
日
常
生
活
該
当
性
の
要
件
」
と
い

う
。）
を
判
断
す
る
際
に
は
、
被
保
険
者
の
職
務
と
の
関
係
は
直
接

的
に
は
考
慮
要
素
と
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
（
2
）
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
件
作
業
が
日
常
生

活
該
当
性
の
要
件
を
満
た
す
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
前
記

…
…
（
略
）
…
…
で
認
定
し
た
事
実
に
よ
れ
ば
、
本
件
作
業
は
、
Ｘ

が
居
住
す
る
地
域
の
中
に
あ
り
、
Ｘ
が
親
の
代
か
ら
氏
子
と
な
っ
て

い
る
神
社
の
境
内
に
あ
る
樹
木
の
枝
が
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
そ
れ
を
切
り
落
と
す
作
業
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
本
件
神
社
の
境

内
の
維
持
管
理
作
業
は
、
氏
子
会
の
目
的
に
照
ら
し
て
日
常
的
に
行

わ
れ
て
い
た
も
の
と
推
認
さ
れ
、
本
件
作
業
に
使
用
さ
れ
た
電
動
工

具
は
、
Ｘ
が
自
宅
で
も
使
用
し
て
い
た
市
販
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
作
業
に
要
し
た
時
間
も
二
、
三
分
に
す
ぎ
ず
、
氏
子
会
の
任
意

の
無
償
の
奉
仕
活
動
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
町
内
会

に
所
属
す
る
住
民
が
無
償
の
奉
仕
活
動
と
し
て
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
と
同
様
の
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
被
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保
険
者
が
普
通
に
営
む
日
常
の
生
活
の
中
で
第
三
者
に
損
害
を
与
え

る
可
能
性
の
あ
る
活
動
と
し
て
日
常
生
活
該
当
性
の
要
件
を
満
た
す

と
認
め
ら
れ
る
。」

　
（
（
）
Ｙ
社
の
、
①
本
件
事
故
の
原
因
と
な
っ
た
本
件
作
業
は
、

危
険
な
行
為
で
あ
る
か
ら
、
本
件
特
約
第
三
条
の
日
常
生
活
該
当
性

の
要
件
を
満
た
す
と
は
い
え
な
い
と
の
主
張
に
対
し
て
は
、「
本
件

特
約
に
は
『
日
常
生
活
』
の
中
か
ら
危
険
な
行
為
を
除
外
す
る
趣
旨

の
文
言
は
見
当
た
ら
ず
、
か
え
っ
て
、
本
件
特
約
の
中
に
は
、
ゴ
ル

フ
場
の
構
内
で
の
ゴ
ル
フ
・
カ
ー
ト
や
空
気
銃
の
使
用
の
よ
う
に
、

使
用
の
方
法
に
よ
っ
て
は
他
人
の
身
体
に
相
当
の
危
険
を
生
じ
さ
せ

る
可
能
性
の
あ
る
行
為
も
『
日
常
生
活
』
に
該
当
す
る
こ
と
を
前
提

に
、
そ
の
使
用
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
保
険
金
を
支

払
わ
な
い
場
合
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
被
保
険
者

の
行
為
の
危
険
性
に
着
目
し
て
日
常
生
活
該
当
性
の
要
件
を
満
た
す

か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
、
被
保
険
者
の
日
常
生

活
に
起
因
し
て
生
じ
る
偶
然
の
事
故
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
広

く
補
償
し
、
も
っ
て
究
極
的
に
は
被
害
者
の
保
護
を
図
る
と
い
う
個

人
賠
償
責
任
保
険
の
実
質
的
機
能
（
上
記
（
1
））
の
観
点
か
ら
み

て
も
相
当
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
作
業
が
危
険
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
本
件
事
故
が
本
件
特
約
第
三
条
の
保
険

金
を
支
払
う
場
合
に
該
当
し
な
い
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
こ

の
点
を
措
く
と
し
て
も
、
…
…
略
…
…
認
定
し
た
事
実
に
よ
れ
ば
、

確
か
に
、
本
件
作
業
で
切
り
落
と
さ
れ
た
本
件
大
枝
は
、
長
さ
約
一

五
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
約
三
二
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
幹
か
ら
枝
分
か
れ
し

た
部
分
付
近
の
枝
回
り
（
長
さ
）
約
〇
・
九
五
メ
ー
ト
ル
と
相
応
の

大
き
さ
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
Ｘ
は
市
販
さ
れ
て
い
る
本
件
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
を
使
用
し
て
本
件
大
枝
の
一
か
所
を
切
り
落
と
し
た
と
い
う

も
の
に
す
ぎ
ず
、
実
際
の
作
業
に
要
し
た
時
間
も
二
、
三
分
程
度
と

極
め
て
短
時
間
で
あ
り
、
本
件
作
業
当
時
、
本
件
神
社
の
境
内
に
は

Ｂ
会
長
ら
の
ほ
か
に
は
、
親
子
一
組
が
い
た
の
み
で
あ
る
こ
と
に
よ

れ
ば
、
本
件
作
業
が
日
常
生
活
に
お
い
て
通
常
経
験
す
る
こ
と
が
な

い
ほ
ど
危
険
な
行
為
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
Ｙ
社
の
上
記
主
張
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。」

　

Ｙ
社
の
、
②
本
件
特
約
第
三
条
②
は
「
日
常
生
活
」
に
つ
い
て
の

注
記
の
中
で
、「
日
常
生
活
」
か
ら
「
住
宅
以
外
の
不
動
産
の
所
有
、

使
用
又
は
管
理
」
を
除
い
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
件
作
業
は
、
本
件
神

社
の
境
内
（
不
動
産
）
の
管
理
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら

日
常
生
活
該
当
性
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
の
主
張
に
つ
い
て
は
、

「
確
か
に
、
本
件
特
約
第
三
条
②
の
注
記
で
は
、「
日
常
生
活
」
か
ら

住
宅
以
外
の
不
動
産
の
所
有
、
使
用
又
は
管
理
を
除
い
て
い
る
が
、

本
件
事
故
は
、
本
件
神
社
が
所
有
し
、
使
用
し
、
管
理
す
る
不
動
産
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（
境
内
）
の
中
に
あ
る
樹
木
を
氏
子
が
任
意
の
無
償
の
奉
仕
活
動
と

し
て
伐
採
す
る
作
業
の
中
で
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
被
保
険
者
で
あ

る
Ｘ
が
所
有
、
使
用
又
は
管
理
す
る
不
動
産
に
起
因
し
て
生
じ
た
も

の
で
は
な
い
か
ら
、
本
件
作
業
が
、
上
記
注
記
の
場
合
に
当
た
り
、

日
常
生
活
該
当
性
を
満
た
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
Ｙ
社
の
上
記
主
張
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
（
4
）
以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
事
故
は
、
本
件
特
約
第
三
条
②
が

定
め
る
『
被
保
険
者
の
日
常
生
活
に
起
因
す
る
偶
然
な
事
故
』
に
当

た
る
と
認
め
ら
れ
る
。」

　

争
点
二
（
本
件
特
約
第
五
条
所
定
の
免
責
事
由
が
あ
る
か
）
に
つ

い
て

　
「（
1
）
本
件
特
約
第
五
条
①
は
、
被
保
険
者
の
職
務
遂
行
に
直
接

起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害

に
対
し
て
は
、
保
険
金
を
支
払
わ
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
（
以
下

「
職
務
遂
行
性
の
要
件
」
と
い
う
。）。

　

本
件
特
約
第
五
条
①
が
被
保
険
者
の
職
務
遂
行
に
直
接
起
因
す
る

損
害
賠
償
責
任
を
除
外
す
る
趣
旨
は
、
そ
の
よ
う
な
損
害
賠
償
責
任

は
、
事
業
活
動
上
の
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
事

業
上
の
保
険
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
日

常
生
活
に
関
す
る
保
険
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　
（
2
）
そ
こ
で
、
ま
ず
本
件
作
業
が
氏
子
会
の
活
動
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
、
…
…
略
…
…
認
定
し
た

事
実
に
よ
れ
ば
、
本
件
氏
子
会
の
Ｂ
会
長
は
、
前
日
の
台
風
に
よ
り

本
件
神
社
の
境
内
を
片
付
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
本
件
氏
子
会

の
役
員
の
中
か
ら
参
加
で
き
る
者
を
募
り
、
Ｘ
を
含
む
五
名
が
参
加

す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
片
付
け
作
業
は
、
本
件
氏

子
会
の
定
例
の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
本
件
神

社
の
境
内
の
維
持
管
理
に
関
わ
っ
て
い
る
氏
子
会
の
臨
時
の
活
動
と

い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
作
業
は
、
上
記
片
付
け
を
行

っ
て
い
る
際
に
、
本
件
大
枝
が
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い

た
Ｘ
ら
数
名
の
発
案
に
よ
り
Ｂ
会
長
の
賛
成
も
得
て
そ
の
場
で
実
施

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
氏
子
会
の
活
動
で
あ
る
上
記
片
付
け
作
業
と

時
間
的
・
場
所
的
に
接
着
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
氏
子

会
の
活
動
の
一
環
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　
（
（
）
進
ん
で
、
本
件
作
業
が
職
務
遂
行
性
の
要
件
を
満
た
し
、

Ｙ
社
は
保
険
金
支
払
義
務
を
負
わ
な
い
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
、

氏
子
会
は
、
組
織
等
に
つ
い
て
一
応
の
定
め
が
あ
り
、
団
体
と
し
て

の
実
体
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
飽
く
ま
で

任
意
の
団
体
で
あ
り
、
収
益
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
活
動

内
容
も
無
償
の
奉
仕
活
動
で
あ
る
か
ら
、
氏
子
の
活
動
に
よ
っ
て
第

三
者
に
損
害
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
原
則
と
し
て
、
氏
子
会
自
体
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が
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
は
考
え
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
氏
子

会
が
、
氏
子
会
の
活
動
上
の
リ
ス
ク
に
備
え
て
、
本
件
氏
子
会
に
も

み
ら
れ
た
よ
う
に
、
行
事
に
参
加
す
る
氏
子
の
た
め
に
単
発
的
に
日

を
特
定
し
て
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
保
険
等
に
加
入
す
る
こ
と
が
あ
る

と
し
て
も
、
一
定
の
保
険
期
間
を
通
じ
て
事
業
上
の
保
険
に
加
入
す

る
こ
と
は
通
常
想
定
し
難
い
の
で
あ
り
、
氏
子
会
の
会
員
で
あ
る
氏

子
の
活
動
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
日
常
生
活
上
の
活
動
と

し
て
個
人
の
保
険
の
対
象
と
な
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
本
件

に
お
い
て
、
特
段
の
事
情
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
本
件
作
業
を
も

っ
て
職
務
遂
行
性
の
要
件
を
満
た
す
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
社
は
、
本
件
作
業
は
事
業
と
し
て
本
件
神
社
の

境
内
の
管
理
を
行
う
本
件
氏
子
会
の
活
動
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
Ｘ
の
職
務
の
遂
行
に
当
た
る
と
主
張
す
る
が
、
上
記
の

点
に
照
ら
し
て
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
（
4
）
以
上
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
社
に
、
本
件
特
約
第
五
条
①
の
免
責

事
由
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。」

〔
研　

究
〕

一　

本
判
決
の
意
義

　

本
件
は
、
本
件
神
社
の
氏
子
会
に
属
す
る
氏
子
が
大
木
の
枝
を
切

り
落
と
す
作
業
中
に
発
生
し
た
本
件
事
故
に
対
し
て
個
人
賠
償
責
任

保
険
の
適
否
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
個
人
賠
償
責
任

保
険
（
以
下
「
個
人
賠
責
保
険
」
と
い
う
）
契
約
は
、
責
任
保
険
契

約
（
保
険
法
一
七
条
二
項
括
弧
書
き
）
の
一
種
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

個
人
賠
責
保
険
契
約
は
、
被
保
険
者
が
日
常
生
活
の
中
で
他
人
に
対

し
損
害
賠
償
責
任
を
負
っ
た
場
合
に
備
え
て
締
結
さ
れ
る
。
一
般
に
、

火
災
保
険
約
款
又
は
自
動
車
保
険
約
款
等
に
附
帯
す
る
特
約
の
形
式

で
締
結
さ
れ
、
個
人
の
日
常
生
活
の
中
で
生
じ
る
偶
然
な
事
故
に
よ

る
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
し
た
こ
と
に
よ
る
損
害
を
て
ん

補
す
る
（
古
笛
恵
子
＝
嶋
寺
基
編
著
『
個
人
賠
償
責
任
保
険
の
解

説
』
二
頁
〔
嶋
寺
基
〕（
保
険
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
二
三
年
））。

　

本
件
に
お
い
て
は
、
本
件
事
故
が
本
件
特
約
三
条
に
い
う
「
日
常

生
活
」
に
起
因
す
る
事
故
か
否
か
、
仮
に
肯
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、

被
保
険
者
の
「
職
務
遂
行
」
に
直
接
起
因
し
て
発
生
し
た
損
害
賠
償

責
任
か
否
か
が
初
め
て
争
わ
れ
た
点
に
お
い
て
意
義
が
あ
る
。

二　

保
険
事
故
：
本
件
特
約
三
条
の
「
日
常
生
活
」
の
意
義

1
．
本
件
特
約
の
保
険
法
上
の
位
置
づ
け

　

Ｘ
が
Ｙ
社
と
の
間
で
締
結
し
た
本
件
保
険
契
約
に
附
帯
さ
れ
た
本

件
特
約
に
は
、
保
険
金
を
支
払
う
場
合
と
し
て
、
三
条
に
、
当
会
社

は
、
被
保
険
者
が
、
日
本
国
内
に
お
い
て
生
じ
た
「
被
保
険
者
の
日

常
生
活
（
注
）
に
起
因
す
る
偶
然
な
事
故
」
に
よ
り
、
他
人
の
身
体
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の
障
害
ま
た
は
他
人
の
財
物
の
損
壊
に
つ
い
て
、
法
律
上
の
損
害
賠

償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
に
対
し
て
保
険
金

を
支
払
う
旨
定
め
て
い
る
。

　

本
件
特
約
三
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
被
保
険
者
が
、
日

本
国
内
に
お
い
て
生
じ
た
「
被
保
険
者
の
日
常
生
活
（
注
）
に
起
因

す
る
偶
然
な
事
故
」
に
よ
り
、
他
人
の
身
体
の
障
害
ま
た
は
他
人
の

財
物
の
損
壊
に
つ
い
て
、
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
に
対
し
て
保
険
金
を
支
払
う
旨
の
規
定
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
保
険
法
上
「
損
害
保
険
契
約
」（
二
条
六
号
）
に

該
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
特
約
は
、
偶
然
な
事
故
に
よ
り
法
律

上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
負
担
す
る
損
害
を
て
ん

補
し
そ
の
発
生
の
可
能
性
に
対
し
て
保
険
料
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
か

ら
、「
保
険
契
約
」（
二
条
一
号
）
で
あ
り
、「
一
定
の
偶
然
の
事
故

に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
て
ん
補
す
る
」
も
の
で
あ
る

か
ら
、「
損
害
保
険
契
約
」（
二
条
六
号
）
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
本
件
特
約
は
、「
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と

に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
損
害
を
て
ん
補
す
る
」
も
の
で
あ
る

か
ら
、
責
任
保
険
契
約
（
一
七
条
二
項
か
っ
こ
書
）
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
件
特
約
の
保
険
事
故
は
、「
法
律
上
の
損
害
賠

償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
」（
山
下
友
信
『
保
険
法
下
』
一
三
九
頁

（
有
斐
閣
、
二
〇
二
二
年
）、
吉
澤
卓
哉
監
修
「
新
・
賠
償
責
任
保
険

の
解
説
第
二
版
」
編
集
委
員
会
編
『
新
・
賠
償
責
任
保
険
の
解
説
第

二
版
』
三
頁
、
二
五
六
頁
（
保
険
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
二
〇
年
））

で
あ
る
が
、「
日
常
生
活
に
起
因
す
る
偶
然
な
事
故
」
は
保
険
事
故

の
発
生
原
因
を
特
定
す
る
原
因
事
故
で
あ
る
。

2
．「
日
常
生
活
」
の
意
義

　

Ｘ
が
Ｙ
社
と
の
間
で
締
結
し
た
本
件
保
険
契
約
に
附
帯
さ
れ
た
本

件
特
約
に
は
、
保
険
金
を
支
払
う
場
合
と
し
て
、
三
条
に
、
当
会
社

は
、
被
保
険
者
が
、
日
本
国
内
に
お
い
て
生
じ
た
「
被
保
険
者
の
日

常
生
活
（
注
）
に
起
因
す
る
偶
然
な
事
故
」
に
よ
り
、
他
人
の
身
体

の
障
害
ま
た
は
他
人
の
財
物
の
損
壊
に
つ
い
て
、
法
律
上
の
損
害
賠

償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
に
対
し
て
保
険
金

を
支
払
う
旨
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、「
日
常
生
活
」
に
つ
い
て
は
、

（
注
書
き
）
が
あ
り
、「
住
宅
以
外
の
不
動
産
の
所
有
、
使
用
ま
た
は

管
理
を
除
き
ま
す
。」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
件
特
約
の
保
険
事
故
は
、「
日
常
生
活
」
に
起

因
す
る
偶
然
な
事
故
で
あ
る
が
、
保
険
事
故
の
要
素
に
な
る
「
日
常

生
活
」
に
つ
い
て
は
、「
住
宅
以
外
の
不
動
産
の
所
有
、
使
用
ま
た

は
管
理
を
除
」
く
と
せ
い
ぜ
い
消
極
的
に
（
注
意
書
）
が
定
め
ら
れ

て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
日
常
生
活
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
が
約

款
上
定
か
で
は
な
く
、
保
険
法
に
も
日
常
生
活
に
つ
い
て
の
定
義
が

定
め
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
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し
か
し
、
賠
償
責
任
保
険
の
解
説
書
に
よ
れ
ば
、「
日
常
生
活
」

と
は
、
被
保
険
者
の
通
常
の
生
活
の
一
過
程
と
考
え
ら
れ
る
行
動
の

す
べ
て
を
い
い
、
住
居
を
中
心
と
し
た
家
庭
生
活
の
み
を
限
定
し
て

い
る
も
の
で
は
な
く
、
被
保
険
者
の
旅
行
中
又
は
運
動
競
技
中
の
賠

償
も
日
常
生
活
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（『〈
新
版
〉
賠
償

責
任
保
険
の
解
説
』
一
三
三
頁
（
保
険
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
四

年
））。

（
．「
日
常
生
活
」
起
因
性
の
相
対
化

　

本
件
特
約
の
保
険
事
故
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
偶
発
的
な
事
故

が
「
日
常
生
活
」
起
因
性
を
備
え
て
い
る
か
否
か
に
よ
る
。「
日
常

生
活
」
非
起
因
性
の
事
故
は
本
件
特
約
の
保
険
事
故
に
含
ま
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
非
日
常
起
因
性
の
事
故
発
生
の
可
能
性
は
、
大
数
の
法

則
上
、
日
常
生
活
起
因
性
と
は
大
幅
に
異
な
る
こ
と
か
ら
、
住
宅
以

外
の
不
動
産
の
所
有
、
使
用
又
は
管
理
（
本
件
特
約
三
条
注
書
）
等

は
普
段
の
日
常
生
活
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
除
外
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
漠
と
し
た
理
解
は
一
見
納
得
で
き
そ
う
な
と
こ
ろ
で

は
あ
る
が
、
し
か
し
、
被
保
険
者
に
な
り
得
る
群
か
ら
一
定
の
要
素

を
取
り
出
し
そ
の
要
素
を
有
す
る
者
を
被
保
険
者
群
と
し
て
定
め
、

そ
の
者
の
日
常
生
活
起
因
性
か
ら
の
偶
然
な
事
故
を
導
く
の
で
あ
れ

ば
、
日
常
生
活
起
因
性
も
一
定
の
範
囲
に
絞
る
こ
と
も
可
能
と
な
る

か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
特
約
の
被
保
険
者
に
は
特
別
の
特
色
を
も

っ
て
、
被
保
険
者
に
指
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

被
保
険
者
の
普
段
の
生
活
を
比
較
す
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
営
業
を

営
む
被
保
険
者
か
ら
、
家
事
労
働
を
行
う
被
保
険
者
や
特
定
の
業
務

を
行
う
こ
と
も
な
い
被
保
険
者
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
被
保
険
者
の
日

常
生
活
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
絶
対
的
な
日
常
生
活
を
想
定
す
る
こ

と
は
著
し
く
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

論
者
に
よ
っ
て
は
、「
日
常
生
活
」
を
「
被
保
険
者
」
概
念
か
ら

絞
り
込
も
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
具
体
的
な
被
保
険
者
を
基
準
と

し
て
「
日
常
生
活
」
を
判
断
す
る
べ
き
か
、
抽
象
的
な
被
保
険
者
を

基
準
に
「
日
常
生
活
」
を
判
断
す
べ
き
か
を
議
論
す
る
。
個
人
賠
償

責
任
保
険
に
お
い
て
は
、
被
保
険
者
の
個
別
具
体
的
な
属
性
を
一
定

程
度
捨
象
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
理
解
し
、
あ
る
程
度

抽
象
的
属
性
で
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
「
被
保
険
者
」
と
理
解
す
べ

き
で
あ
る
と
述
べ
る
見
解
（
古
笛
＝
嶋
寺
・
前
掲
書
三
四
～
三
五
頁

〔
渡
辺
洋
〕）
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
見
解
は
、
恣
意
的
な
運
用
と

な
ら
な
い
よ
う
に
客
観
的
な
要
素
に
よ
り
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
定
の
客
観
性
が
認
め
ら
れ
る
地
域
性
や
年

齢
、
性
別
等
は
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
の
要
素
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
が
、

知
識
、
職
業
、
地
位
及
び
経
験
等
に
つ
い
て
は
、
よ
り
個
別
性
が
強
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い
要
素
で
あ
る
た
め
、
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
の
要
素
に
は
含
ま
れ
な
い
と

解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
い
つ
の
「
被
保
険
者
の
日
常
生
活
」
を
基

準
と
す
る
か
も
問
題
と
な
る
が
、「
日
常
生
活
」
の
要
件
は
、
補
償

の
対
象
を
日
常
生
活
の
中
で
生
じ
た
事
故
に
限
定
す
る
趣
旨
で
あ
り
、

日
常
生
活
に
伴
い
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
も

と
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
契
約
時
よ
り

も
事
故
時
を
基
準
と
す
べ
き
で
あ
る
（
古
笛
＝
嶋
寺
・
前
掲
書
三
五

頁
〔
渡
辺
〕）
と
い
う
。

　

こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、「
日
常
生
活
」
の
要
件
は
、
補
償
の
対

象
を
日
常
生
活
の
中
で
生
じ
た
事
故
に
限
定
す
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
、
本
件
特
約
上
「
被
保
険
者
」
概
念
に
は
特
に
絞
り
込
み
が

な
さ
れ
て
な
い
し
、
ま
た
、
本
件
特
約
上
「
日
常
生
活
」
及
び
「
被

保
険
者
」
の
意
義
が
二
義
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
の

に
、
本
件
特
約
上
こ
の
よ
う
な
絞
り
込
み
を
約
款
解
釈
に
よ
り
行
う

べ
き
で
あ
る
か
は
疑
問
が
残
る
。

　

む
し
ろ
「
日
常
生
活
」
起
因
性
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
要
件

が
機
能
す
る
の
は
、
フ
グ
を
釣
っ
た
被
保
険
者
が
フ
グ
調
理
の
免
許

を
有
し
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
釣
っ
た
フ
グ
を
さ
ば
き
近
所
に
配

っ
た
結
果
、
そ
の
フ
グ
を
食
し
た
者
が
食
中
毒
に
よ
り
入
院
し
た
事

例
（
古
笛
＝
嶋
寺
・
前
掲
書
三
三
頁
〔
渡
辺
〕）
に
お
い
て
、
被
保

険
者
が
行
う
違
法
行
為
か
ら
第
三
者
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
を

排
除
す
る
よ
う
な
客
観
的
違
法
行
為
が
明
白
な
場
合
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

4
．
本
件
事
故
の
「
日
常
生
活
」
起
因
性

　

原
判
決
は
、
本
件
事
故
の
「
日
常
生
活
」
起
因
性
を
否
定
す
る
。

す
な
わ
ち
、「
本
件
作
業
は
、
約
五
メ
ー
ト
ル
の
高
所
に
お
い
て
、

電
動
工
具
（
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
）
を
用
い
て
、
長
さ
約
一
五
メ
ー
ト
ル
、

重
さ
三
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
大
枝
を
、
周
囲
に
人
が
い
る
状
況

で
、
切
り
落
と
す
こ
と
を
、
専
門
業
者
に
依
頼
す
る
こ
と
な
く
、
Ｘ

み
ず
か
ら
の
手
で
行
う
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
日
々
繰
り
返
さ
れ
る

普
段
通
り
の
生
活
に
お
い
て
は
滅
多
に
経
験
す
る
こ
と
の
な
い
危
険

性
の
高
い
作
業
で
あ
る
」
か
ら
、「
定
期
的
に
行
わ
れ
る
本
件
氏
子

会
に
よ
る
境
内
清
掃
や
草
刈
り
な
ど
と
は
同
列
に
扱
う
こ
と
が
で
き

な
い
」
こ
と
、「『
日
常
生
活
』
要
件
は
、
ま
さ
に
本
件
作
業
の
よ
う

な
危
険
性
の
高
い
活
動
に
起
因
す
る
事
故
を
保
険
対
象
か
ら
除
外
す

る
こ
と
を
そ
の
機
能
の
一
つ
と
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
合

理
的
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
本
件
事
故
は
本
件
特
約
三
条
所
定
の

「
日
常
生
活
」
要
件
を
欠
き
、「
日
常
生
活
に
起
因
す
る
偶
然
な
事

故
」
に
該
当
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
本
判
決
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
責
任
保
険
契
約
の
実

質
的
機
能
が
被
保
険
者
の
損
害
て
ん
補
と
と
も
に
究
極
的
に
は
被
害

者
保
護
に
あ
た
る
こ
と
」
か
ら
、「『
日
常
生
活
』
と
は
、
被
保
険
者
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が
普
通
に
営
む
日
常
の
生
活
の
中
で
第
三
者
に
損
害
を
与
え
る
可
能

性
の
あ
る
活
動
を
幅
広
く
含
む
」
と
解
し
、
被
保
険
者
の
行
為
が

「
日
常
生
活
」
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
は
、
被
保
険

者
の
職
務
と
の
関
係
は
直
接
的
に
考
慮
要
素
と
は
な
ら
な
い
と
い
う

べ
き
で
あ
」
る
。
ま
た
、「
本
件
神
社
の
境
内
の
維
持
管
理
作
業
」

で
あ
る
本
件
作
業
は
、
氏
子
会
の
目
的
に
照
ら
し
て
日
常
的
に
行
わ

れ
て
い
た
も
の
と
推
認
さ
れ
、
本
件
作
業
に
使
用
さ
れ
た
電
動
工
具

は
、
Ｘ
が
自
宅
で
も
使
用
し
て
い
た
市
販
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

作
業
に
要
し
た
時
間
も
二
、
三
分
に
す
ぎ
ず
、
氏
子
会
の
任
意
の
無

償
の
奉
仕
活
動
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
町
内
会
に
所

属
す
る
住
民
が
無
償
の
奉
仕
活
動
と
し
て
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

と
同
様
の
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
被
保
険

者
が
普
通
に
営
む
日
常
の
生
活
の
中
で
第
三
者
に
損
害
を
与
え
る
可

能
性
の
あ
る
活
動
と
し
て
日
常
生
活
該
当
性
の
要
件
を
満
た
す
と
認

め
ら
れ
る
」
の
は
正
当
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
本
件
特
約
に
は

『
日
常
生
活
』
の
中
か
ら
危
険
な
行
為
を
除
外
す
る
趣
旨
の
文
言
は

見
当
た
ら
ず
、
か
え
っ
て
、
本
件
特
約
の
中
に
は
、
ゴ
ル
フ
場
の
構

内
で
の
ゴ
ル
フ
・
カ
ー
ト
や
空
気
銃
の
使
用
の
よ
う
に
、
使
用
の
方

法
に
よ
っ
て
は
他
人
の
身
体
に
相
当
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性

の
あ
る
行
為
も
『
日
常
生
活
』
に
該
当
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
そ
の

使
用
に
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
保
険
金
を
支
払
わ
な
い

場
合
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
被
保
険
者
の
行
為
の

危
険
性
に
着
目
し
て
日
常
生
活
該
当
性
の
要
件
を
満
た
す
か
否
か
を

判
断
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
、
被
保
険
者
の
日
常
生
活
に
起
因

し
て
生
じ
る
偶
然
の
事
故
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
広
く
補
償
し
、

も
っ
て
究
極
的
に
は
被
害
者
の
保
護
を
図
る
と
い
う
個
人
賠
償
責
任

を
広
く
補
償
し
、
も
っ
て
究
極
的
に
は
被
害
者
の
保
護
を
図
る
と
い

う
個
人
賠
償
責
任
保
険
の
実
質
的
機
能
の
観
点
か
ら
み
て
も
相
当
で

は
な
い
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
作
業
が

「
日
常
生
活
」
に
お
い
て
通
常
経
験
す
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
危
険
な

行
為
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
。

三　

免
責
事
由
：
本
件
特
約
第
五
条
①
号
の
「
職
務
遂
行
」
の
意
義

　

本
件
特
約
五
条
①
号
に
は
、
被
保
険
者
の
職
務
遂
行
に
直
接
起
因

す
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
に
対

し
て
は
保
険
金
を
支
払
わ
な
い
旨
の
免
責
事
由
が
定
め
さ
れ
て
い
る
。

「
職
務
」
及
び
「
遂
行
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
本

件
特
約
五
条
の
規
定
に
は
詳
細
な
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　

原
判
決
は
、「
職
務
」
に
つ
い
て
分
析
し
、
一
定
の
事
業
主
体
が

（
事
業
目
的
の
職
務
遂
行
に
お
け
る
損
害
発
生
リ
ス
ク
を
回
避
す
る

措
置
（
例
え
ば
、
保
険
加
入
）
を
取
り
得
る
程
度
に
）
組
織
さ
れ
て

い
る
こ
と
（
団
体
の
み
な
ら
ず
個
人
自
ら
が
事
業
主
体
で
あ
る
場
合
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も
含
む
）、
そ
の
事
業
主

体
の
事
業
目
的
の
た
め
の

仕
事
・
任
務
で
あ
る
こ
と

を
要
素
と
す
る
も
の
と
解

さ
れ
る
、
と
述
べ
、
職
務
、

仕
事
等
の
語
は
、
そ
の
報

酬
・
対
価
が
あ
る
こ
と
を

当
然
に
含
意
す
る
も
の
で

は
な
く
、
ま
た
、「
職
務
」

に
つ
き
そ
の
よ
う
な
含
意

が
あ
る
と
解
す
べ
き
理
論

的
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い

か
ら
、
有
償
無
償
の
別
は

「
職
務
」
性
の
有
無
と
は

直
接
関
係
な
い
と
判
示
し
、

本
件
氏
子
会
は
、
事
業
主

体
と
し
て
の
リ
ス
ク
回
避

措
置
を
取
り
得
る
程
度
に
組
織
さ
れ
て
い
た
と
評
価
し
、
本
件
作
業

の
「
職
務
遂
行
」
性
を
肯
定
し
て
保
険
者
の
免
責
を
導
い
た
。

　

し
か
し
、「
日
常
生
活
」
と
い
う
概
念
は
、「
職
務
遂
行
」
が
な
さ

れ
れ
ば
、
非
日
常
性
を
帯
び
て
、
職
務
遂
行
は
日
常
生
活
か
ら
駆
逐

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
被
保
険
者
の
職
務
は
日
常
生
活
の
中
で
遂

行
さ
れ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
解
さ
れ
る

か
ら
、
原
判
決
の
考
え
方
は
適
切
で
は
な
い
。

　

む
し
ろ
「
日
常
生
活
」
と
「
職
務
遂
行
」
の
概
念
は
、
被
保
険
者

を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
元
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
十
分
に

両
立
し
得
る
概
念
と
考
え
ら
れ
る
（
潘
阿
憲
「
本
件
判
批
」
法
律
の

ひ
ろ
ば
七
七
巻
二
号
九
七
頁
（
二
〇
二
四
年
））。

　

た
だ
、
加
害
リ
ス
ク
を
負
う
者
の
側
が
保
険
料
を
負
担
し
、
そ
れ

に
よ
る
法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
に
よ
る
損
害
に
対
し

保
険
を
付
保
し
て
対
処
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
職
務
遂
行
」

起
因
性
の
あ
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
る
損
害
に
対

し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
損
害
は
事
業
活
動
上
の
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し

た
も
の
で
あ
る
以
上
、
事
業
上
の
保
険
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
の
日
常
生
活
に
関
す
る
保
険
に
よ
っ
て
担
保

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
本
判
決
も
同
旨
の
こ

と
を
判
示
し
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
原
判
決
が
示
す
、
本
件
氏
子
会
が
職
務
遂
行
に
お

け
る
損
害
発
生
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
措
置
（
例
え
ば
、
保
険
加
入
）

を
取
り
得
る
程
度
に
）
組
織
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
観
点
で
は

な
く
、
本
件
作
業
が
本
件
氏
子
会
の
活
動
の
一
環
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

職務遂行

非日常生活 次元が異なる

日常生活

イメージ図
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本
件
片
付
け
作
業
は
、
前
日
の
台
風
に
よ
り
本
件
境
内
を
片
付
け

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
な
さ
れ
て
お
り
、
本
件
神
社
の
境
内
の
維

持
管
理
に
か
か
わ
っ
て
い
る
氏
子
会
の
臨
時
の
活
動
と
い
う
べ
き
も

の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
片
付
け
作
業
の
際
、
本
件
大
枝
が
垂
れ
下

が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
Ｘ
ら
数
名
の
発
案
に
よ
り
Ｂ
会
長

の
賛
成
も
得
て
そ
の
場
で
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
氏
子
会

の
活
動
で
あ
る
片
付
け
作
業
と
時
間
的
・
場
所
的
に
接
着
し
て
行
わ

れ
た
氏
子
会
の
活
動
の
一
環
と
評
価
し
得
る
。

　
「
職
務
遂
行
」
性
に
該
当
す
る
か
否
か
の
重
要
な
要
素
と
し
て
、

当
該
活
動
内
容
が
無
償
で
あ
る
か
有
償
で
あ
る
か
に
求
め
、
有
償
の

場
合
に
は
、「
職
務
遂
行
」
性
に
該
当
す
る
と
す
る
見
解
も
考
え
ら

れ
る
（
潘
・
前
掲
「
判
批
」
一
〇
〇
頁
。
𡈽
岐
孝
宏
「
本
件
判
批
」

CH
U

K
Y

O
 LA

W
Y

ER

四
〇
号
一
一
五
頁
（
二
〇
二
四
年
）
は
、

私
生
活
＝
無
償
と
の
親
和
性
か
ら
、
収
益
「
事
業
活
動
上
の
リ
ス

ク
」
を
免
責
す
べ
き
と
す
る
）。

　

し
か
し
、「
日
常
生
活
と
職
務
遂
行
の
双
方
の
色
彩
を
帯
び
る
行

為
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
日
常
生
活
リ
ス
ク
と
も
認
め
ら
れ
る
リ

ス
ク
で
あ
っ
て
も
、
職
務
遂
行
に
直
接
起
因
す
る
損
害
賠
償
責
任
を

免
責
と
す
る
趣
旨
に
出
た
も
の
と
解
さ
れ
」、
し
た
が
っ
て
、「『
職

務
遂
行
』
に
当
た
る
か
は
、
報
酬
の
有
無
に
よ
り
形
式
的
に
判
断
さ

れ
る
べ
き
で
な
く
、
行
為
の
内
容
や
実
態
に
応
じ
て
、
そ
の
リ
ス
ク

の
大
き
さ
も
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
個
別
具
体
的
事
情
を
総
合
考
慮
し

て
判
断
さ
れ
る
べ
き
と
解
さ
れ
る
」
と
す
る
裁
判
例
（
名
古
屋
地
判

令
和
三
年
七
月
一
三
日
交
民
集
五
四
巻
四
号
九
〇
四
頁
。
そ
の
他
、

長
崎
地
裁
島
原
支
判
平
成
一
四
年
一
二
月
一
七
日LEX

/
D

B2（4（（29（

が
あ
る
。
こ
の
裁
判
例
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
𡈽

岐
・
前
掲
「
判
批
」
一
〇
六
～
一
〇
七
頁
参
照
）
が
あ
る
。
原
判
決

も
、
同
様
に
、「
有
償
無
償
の
別
は
『
職
務
』
性
の
有
無
と
は
直
接

関
係
し
な
い
も
の
と
解
す
る
」
と
述
べ
る
。

　

事
業
活
動
上
の
リ
ス
ク
の
有
無
は
、
被
保
険
者
が
報
酬
を
受
け
る

か
否
か
又
は
受
け
て
い
た
か
否
か
に
よ
っ
て
変
わ
る
も
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
職
務
遂
行
」
性
の
判
断
に
お
い
て
、
報

酬
の
有
無
は
直
接
関
係
が
な
い
（
深
澤
泰
弘
「
本
件
判
批
」
損
害
保

険
研
究
八
五
巻
四
号
三
〇
七
頁
（
二
〇
二
四
年
）
は
、
有
償
無
償
が

「
職
務
遂
行
」
性
の
決
定
的
な
要
因
に
な
ら
な
い
が
、
従
来
の
裁
判

例
の
「
職
務
遂
行
」
性
が
認
め
ら
れ
た
行
為
に
比
べ
、
本
件
の
場
合

は
か
け
離
れ
た
行
為
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
免
責
条
項
の
適
用
範

囲
が
広
く
な
る
た
め
、
本
件
作
業
は
「
職
務
遂
行
」
要
件
を
満
た
さ

な
い
と
す
る
）。

　

本
件
に
お
い
て
は
、
た
し
か
に
、
本
判
決
が
指
摘
す
る
通
り
、
氏

子
会
の
活
動
内
容
は
無
償
の
奉
仕
活
動
で
あ
る
か
ら
、
氏
子
の
活
動

に
よ
っ
て
第
三
者
に
損
害
が
発
生
し
た
と
し
て
も
、
原
則
と
し
て
、
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氏
子
会
自
体
が
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
は
考
え
難
く
、
氏
子
会

が
、
氏
子
会
の
活
動
上
の
リ
ス
ク
に
備
え
て
、
行
事
に
参
加
す
る
氏

子
の
た
め
に
単
発
的
に
日
を
特
定
し
て
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
保
険
等
に

加
入
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
一
定
の
保
険
期
間
を
通
じ
て
事

業
上
の
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
は
通
常
想
定
し
が
た
い
の
で
あ
り
、

氏
子
会
の
会
員
で
あ
る
氏
子
の
活
動
は
、
特
段
の
事
業
が
な
い
限
り
、

日
常
生
活
上
の
活
動
と
し
て
の
個
人
の
保
険
の
対
象
と
な
る
と
解
す

べ
き
で
あ
る
。

四　

結
論

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
本
判
決
に
賛
成
す
る
。

〔
附
記
〕　

保
険
判
例
研
究
会
（
二
〇
二
三
年
一
一
月
一
五
日
、
同
年

一
二
月
一
三
日
開
催
、
於
・
早
稲
田
大
学
）
に
お
い
て
、
潘
阿
憲　

法
政
大
学
教
授
に
よ
る
本
件
判
決
に
係
る
報
告
に
接
し
た
。

肥
塚　

肇
雄


